
■お問い合わせ　住民課　戸籍保険グループ　☎０１３９－５５－２３１１

■お問い合わせ　保健福祉課　健康支援グループ　☎０１３９－５５－４４６０

新型コロナウイルスに感染した被用者等に対する傷病手当金を支給します
（上ノ国町国民健康保険又は北海道後期高齢者医療）

　上ノ国町国民健康保険又は北海道後期高齢者医療に加
入している被用者（会社等に勤めている人で、給与の支
払いを受けている人に限ります。）で、新型コロナウイル
ス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑
われ、療養のため労務に服することができない人

※当日は午前中のみバスの送迎を行います。
　利用される方は、申込時にお知らせください。

※印の検査は当日問診時に保健師へお申出ください。
　新型コロナウイルス感染症予防対策のため、会場内の消毒や換気、
　人数制限等を実施します。
　その他、受付時間の厳守、マスクの着用などのご協力をお願いし
　ます。

がんは早期発見できれば、より高い確率で治すことができます。
あなたとあなたの大切な人たちのために検診で早期発見を心がけてください。

　直近の継続した３月間の給与収入の合計額を就労日数
で除した金額×２/３×日数　※上限あり

　令和２年１月１日～９月３０日の間で療養のため労務
に服することができない期間
　　（ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、
最長１年６月まで）

　申請には、医師の診断書（医療機関を受診した場合に
限る。）及び事業主の証明書を添付する必要があります。
申請書類を用意してありますので、事前に住民課戸籍保
険グループまで電話でご相談の上、郵送等により申請し
てください。

　労務に服することができなくなった日から起算して３
日を経過した日から労務に服することができない期間。
　ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができ
る者に対しては、これを受けることができる期間は、傷
病手当金を支給しません。 
　なお、その受けることができる給与収入の額が、規定
により算定される傷病手当金の額より少ないときは、そ
の差額を支給します。

（１）対象者 （３）支給額

（４）適用期間

（５）申請方法

（２）支給期間

令和２年度　子宮・乳がん検診実施のお知らせ

●検診日時　８月２２日（土）

●検診会場　健康づくりセンター ●申込締切　７月２２日（水）

●対象年齢・料金

次回の子宮・乳がん検診は令和３年１月１７日（日）です。

かみのくに
健康ポイント事業の
対象健診です♪

受付時間
子宮がん検診 乳がん検診
申込番号 定員数 申込番号

　８：３０～　９：００ ① 20人 ②
９：３０～１０：００ ③ 20人 ④

１０：３０～１１：００ ⑤ 20人 ⑥
１３：００～１３：３０ ⑦ 20人 ⑧
１４：００～１４：３０ ⑨ 20人 ⑩

検　　診 対象年齢 料　金
子宮（頚部）がん検診

２０歳以上 無　料
※子宮（体部）がん検診
※超音波（エコー）検査

乳がん検診（マンモグラフィー検査）

1212２０２０年７月号


